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■ 政策の柱
（３）地域資源を活かした魅力あるしごとづくり

⑶－１ 活気ある農水商工業の振興と連携
　⑶－２ 企業誘致と起業・創業の推進
　　⑶－３ 多様な働き方と雇用の創出

■ 政策の柱
（４）多様な交流と移住・定住の促進

⑷－１ 魅力の創出と多様な交流の促進
　⑷－２ 地元定着とUIJ ターンの促進
　　⑷－３ 国際交流と外国人材の受入れ

「まち・ひと・しごと」づくり戦略

しごとづくり

ひとの流れづくり

戦略

戦略
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政策の柱（政策の柱（３３）　地域資源を活かした魅力あるしごとづくり【産業/雇用】）　地域資源を活かした魅力あるしごとづくり【産業/雇用】

⑶－１　活気ある農水商工業の振興と連携
〔現状と課題〕〔現状と課題〕

■高齢化の進展による担い手の減少や農水産物の価格の低迷などにより、農業や水産業を取り巻く 
環境は一層厳しい状況となっており、その活性化には他産業との連携や６次産業化などによる新たな
産業形態の確立や、販路の開拓、特産品のブランド化等による高付加価値化などが必要です。

■本町の基幹産業である農業では、GAP（農業生産工程管理）認証の積極的な取得や女性農業者の 
活躍など、全国的にも先進的な取組みが行われています。

■水産業については、漁業者の高齢化や担い手不足により就業者が減少している一方で、本町特有の 
地域資源である海洋深層水を活用した深層水仕込み牡蠣の蓄養をはじめ、サクラマスやスジアオノリ
などの価値の高い水産物の養殖技術の確立に向けた取組みなど、民間企業等の積極的な事業展開
が期待されます。

■町内外での大型店舗の進出やインターネット販売の拡大など、消費者の購買形態の変化もあって、 
中心商店街をはじめとした既存商店では店舗数や商品販売額が減少傾向にあります。加えて、少子 
高齢化に伴う後継者不足や深刻化する事業承継問題など、商業を取り巻く課題は多くあります。

■町内の製造業の製造品出荷額等は、令和元年度には直近20年間において最高額となり、積極的な 
支援に裏付けされた設備投資の結果が良好な状況として現れているものの、今後、人口減少による 
国内市場の縮小や経済のグローバル化による産業の空洞化、世界的な感染症の流行などが、町内産業
にも大きな影響を及ぼすことが予想されます。

〔住民意識調査による評価〕〔住民意識調査による評価〕

＜農業の振興＞

満足度 　高い
評　価 　施策タイプⅡ

重要度 　高い

＜水産業の振興と海洋深層水の活用＞

満足度 　高い
評　価 　施策タイプⅣ

重要度 　低い

＜農商工連携の推進とにゅうぜんブランドの開発＞

満足度 　低い
評　価 　施策タイプⅢ

重要度 　低い
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＜市街地のにぎわいづくりと商業の振興＞

満足度 　低い
評　価 　施策タイプⅠ

重要度 　高い

＜工業の振興＞

満足度 　低い
評　価 　施策タイプⅢ

重要度 　低い

〔町民の声〕〔町民の声〕

・農家同士の交流が盛んなので、PRして新たに農家を呼び込めないか。
・入善高校農業科を地元農家への就職につなげられないか。
・農家レストランなど農産物を加工して売ることができると良い。
・農業体験など体験型の観光を進めていくと良い。
・企業を誘致し、継続的に雇用を生むことで若者が定着できる。
・商品券を発行して、入善町にお金を落としてもらう必要がある。
・商店街の空き店舗を誰でもチャレンジができるお店として活用できないか。

〔施策の方針と具体的な取組み〕〔施策の方針と具体的な取組み〕

① 持続可能な農業の推進
○新たな担い手の育成・確保や農業基盤の保全・整備、農地の集積・集約化の推進、地域とも補償 

制度の堅持等により、農業経営の安定化を図ります。
○地域住民による農地の多面的機能の保全活動や有害鳥獣による被害対策の強化など、地域ぐるみ

で農業基盤を支える体制づくりと安全・安心な営農環境の保全に努めます。
○農作業の省力化や自動化など、担い手の減少対策にも効果を発揮するスマート農業を推進し、 

持続可能な農業を目指すとともに、農産物の高付加価値化や収益性の高い作物の栽培、新たな 
販路の開拓などを推進し、農業所得の向上を図ります。

② 持続可能な漁業の推進
○稚魚・稚貝放流を計画的に行い、水産資源の確保を図ることで、つくり育てる漁業を推進します。
○「深層水仕込み牡蠣」の蓄養など、町特有の地域資源である海洋深層水を活かした特色のある水産

業を振興します。
○サクラマスやスジアオノリなど、深層水の特性を活かした養殖技術確立への取組みを推進し、事業

の本格化に向けた支援などを行うことで、特色のある水産業の構築を図ります。
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③ 特産品の振興と高付加価値化の推進
○町を代表する特産品であるジャンボ西瓜やチューリップについては、後継者の育成や作付面積の 

拡大、効率的な生産技術の研究など、経営の安定化に努め、確実に次世代へ引き継いでいきます。
○ブランド化や他産業との連携、６次産業化等の取組みを推進することで、農水産物の付加価値向上

や担い手の所得の向上を図ります。

④ 商工業の活性化
○既存企業の新設や増設、設備投資に対する支援を行うとともに、販路拡大や事業の拡張、異分野へ

の進出などを推進し、町内企業の経営の安定・発展を促します。
○商工会など関係機関と連携し、経営相談や指導体制の充実を図るとともに、資金融資や利子補給

など経営の安定と発展に向けたきめ細かな支援に努めます。

⑤ にぎわいのある商店街づくり
○中心市街地を中心とした起業・創業支援や事業承継支援に加え、空き店舗等を活用した開業支援

を行うなど、商店街のにぎわいづくりを推進します。
○町の顔である中心市街地を拠点としたイベントの開催などにより、中心市街地のにぎわい創出を 

図ります。
○今後の高齢社会の進展を踏まえ、買い物を通した地域コミュニティ機能の強化や徒歩生活圏での

暮らしの支えとなるなど、商店街のもつ機能の強みを活かした商店街づくりを推進します。

〔効果を示す指標と目標〕〔効果を示す指標と目標〕

指　標 単　位 基準値
目標値

令和７年度 令和12年度

農業・漁業の新規就業者数（累計） 人 ― 10 20

農地流動化率 ％
65.5

（R1）
73.6 78.0

特産品の新規生産者数（ジャンボ西瓜、
チューリップ）（累計）

人 ― 3 6

１事業所あたり工業製品等出荷額 億円
15.0

（H28）
18.0 20.0

１事業所あたり商業年間商品販売額 百万円
109

（H28）
115 120
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〔実施する主な事業〕〔実施する主な事業〕

＊未来型産業創出推進事業
＊農業複合化支援事業
＊農地利用集積事業
＊売れる米づくり事業
＊食料自給力向上対策事業
＊産地づくり営農推進事業
＊園芸振興推進事業
＊多面的機能支払交付金事業
＊新規就農者激励金事業
＊特産品栽培新規就農支援事業
＊６次産業化チャレンジ事業
＊入善産品PRイベント開催事業
＊「育てる漁業」推進事業
＊地場水産特産物活用促進事業
＊漁業就業者定住支援事業
＊大企業生産拠点設備投資促進事業
＊県小口・商工中金融資預託事業
＊経営アドバイザー派遣事業
＊まちなか新店舗等立地応援事業
＊商工会活動支援事業

＊経営体育成基盤整備事業
＊米品質向上対策事業
＊元気な土づくり対策事業
＊地域営農とも補償推進事業
＊新規需要米等振興事業
＊環境保全型農業直接支援事業
＊県営土地改良整備事業
＊鳥獣被害対策事業
＊青年就農給付金事業
＊特産品作付け応援事業
＊NEW農チャレンジ事業
＊特産王国入善推進事業（農商工連携事業）
＊内水面漁業振興事業
＊新規漁業就業者激励金事業
＊中小企業設備投資促進事業
＊中小企業融資信用保証料助成事業
＊マル経融資利子助成事業
＊プレミアム商品券発行事業
＊元気な商店街再生事業
＊市街地にぎわい対策事業
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⑶－２　企業誘致と起業・創業の推進
〔現状と課題〕〔現状と課題〕

■東日本大震災以降、全国的に大規模災害が頻繁に発生し、企業においてはリスク分散などの意識が
高まっています。全国的に見ても地震や台風などの自然災害が少なく、豊富な地下水や強固な地盤 
など、町の強みを十分に発信しながら誘致活動を行う必要があります。

■世界的な感染症の流行などが地域経済にも大きな影響を及ぼす中、情報通信技術の高度化や都市
から地方への移住志向、働き方の多様化などをきっかけに、地方での事業展開の機運が加速的に 
高まっています。

■地域資源や人材を活かした起業や創業に対して、多様な分野が一体となった総合的な支援体制を 
構築し、町内における新たな起業・創業の推進を図る必要があります。

〔住民意識調査による評価〕〔住民意識調査による評価〕

＜地域資源を活かした企業立地の促進＞

満足度 　低い
評　価 　施策タイプⅠ

重要度 　高い

〔町民の声〕〔町民の声〕

・いろいろな職種が働ける場所を増やしてほしい。
・ サテライトオフィスやコワーキングスペースを設置し、多様な働き方に対応した企業を誘致して 

ほしい。

〔施策の方針と具体的な取組み〕〔施策の方針と具体的な取組み〕

① 企業立地環境の整備
○企業ニーズに柔軟に対応するため、進出企業への支援や立地に関する手続きなど、迅速に対応でき

る体制を構築します。
〇多様な働き方や事業形態に対応するため、サテライトオフィス体験施設やコワーキングスペース 

などの設置や支援について、ニーズを捉えながら研究します。

② 企業誘致活動の推進
○豊かな水資源など町の強みを活かしながら、県や関係機関等とも連携した優良企業の積極的な 

誘致活動を推進します。
○本社機能の地方移転や民間研究所の立地に対する支援など、社会情勢や企業ニーズをしっかりと

見据えながら、新規立地に対する支援の充実に努めます。
○多様な雇用ニーズに応えるため、新たな産業分野に対しても積極的に誘致活動を進めていきます。
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③ 起業・創業の推進
○商工会などとも連携し、起業に向けた意欲を促し、人材の育成や発掘を進めるとともに、起業や 

創業に対して必要な支援に努めます。

〔効果を示す指標と目標〕〔効果を示す指標と目標〕

指　標 単　位 基準値
目標値

令和７年度 令和12年度
立地企業数（大規模設備投資を含む）  

（累計）
社 ― 2 5

立地企業による雇用者数（大規模設備
投資を含む）（累計）

人 ― 30 70

起業・創業件数（累計） 件 ― 50 100

〔実施する主な事業〕〔実施する主な事業〕

＊多様な産業企業立地推進事業
＊サテライトオフィス誘致事業
＊地方拠点強化推進事業
＊元気な商店街再生事業【再掲】

＊企業誘致活動推進事業
＊コワーキングスペース整備事業
＊まちなか新店舗等立地応援事業【再掲】
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⑶－３　多様な働き方と雇用の創出
〔現状と課題〕〔現状と課題〕

■労働力人口の減少が進む中、産業の活性化を図るためには、女性やシニア世代等の就労機会の創出
や、活躍を後押しする取組みが必要不可欠です。

■多様な人材のスキルや経験を十分に発揮できる環境を構築するため、事業所などと連携し、ワーク 
ライフバランスの推進や働き方改革を促進することが重要です。

■進学や就職を機に若者が町外へ転出し、その後、町内に戻る若者の割合は減少しており、若者の流出
に歯止めがかからない状況になっています。この状況を打開するためには、若者が魅力を感じる仕事
の創出や就労環境の充実を図る必要があります。

〔住民意識調査による評価〕〔住民意識調査による評価〕

＜若者や女性が活躍する社会づくり＞

満足度 　低い
評　価 　施策タイプⅢ

重要度 　低い

＜新たな雇用の創出と人材の確保＞

満足度 　低い
評　価 　施策タイプⅠ

重要度 　高い

〔町民の声〕〔町民の声〕

・農業高校があるので、地元への就職につながるようにできないか。
・企業体験を通じて、町内の企業を知ってもらい就職につなげる。

〔施策の方針と具体的な取組み〕〔施策の方針と具体的な取組み〕

① 望みをかなえる雇用機会の創出
○女性やシニア世代等の活躍を促すため、関係機関と連携し、多様な就労形態の導入など雇用の場

の拡大について企業に働きかけるなど、広く雇用の機会を創出します。
○シルバー人材センターとの連携や利用促進により、シニア世代の雇用機会の創出を図るとともに、

培われたスキルや経験を地域社会に活かします。
〇企業誘致を推進し、多彩な職種の立地を促し、若者が求める働く場の充実に努めます。
○ライフスタイルやライフサイクルの変化に伴う多様な働き方にも対応できるしごと環境の整備を 

推進します。
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② ワークライフバランスの推進と多様な人材の活躍
○子育てと仕事の両立に対する支援や、女性が就業しやすい環境づくりを企業に働きかけるなど啓発

活動に努めます。
○事業所とも意識を共有し、男性が家事や育児等に積極的に関わることができるよう、育児休業の 

取得促進などの啓発に努めます。
○家族の介護や看護などと、仕事が両立できる環境や、柔軟で多様な働き方ができる環境の整備 

など、誰もが希望に応じた働き方ができる社会を構築するため、ワークライフバランスの普及啓発
を進めます。

③ 就職機会の創出と人材の確保 
○町内企業と連携した人材マッチングフェアの開催や、首都圏等における就職相談会などの開催に 

より、求職者と企業の交流機会の充実を図ります。
○女性やシニア世代、外国人など、多くの人材が活躍できるよう、県やハローワーク等との連携を強化

します。

〔効果を示す指標と目標〕〔効果を示す指標と目標〕

指　標 単　位 基準値
目標値

令和７年度 令和12年度
若者の就業率（15～34歳の人口から学生
を除いた人口に占める就業者の割合）

％
86.3

（H27）
88.0 90.0

30歳から34歳の女性の就業率（30～34
歳の女性の人口に占める就業者の割合）

％
81.6

（H27）
84.0 86.0

60歳から69歳の就業率（60～69歳の
人口に占める就業者の割合）

％
55.8

（H27）
60.0 65.0

人材マッチングフェア参加者数（累計） 人 ― 750 1,500

〔実施する主な事業〕〔実施する主な事業〕

＊人材マッチングフェア開催事業
＊サテライトオフィス誘致事業【再掲】
＊テレワーク推進事業
＊子育て応援企業推進事業
＊イクメン・カジダン育成支援事業
＊ワークライフバランス普及啓発事業

＊多様な産業企業立地推進事業【再掲】
＊コワーキングスペース整備事業【再掲】
＊企業インターンシップ支援事業
＊「イクボス」企業応援事業
＊仕事・子育て両立支援事業
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政策の柱（政策の柱（４４）　多様な交流と移住・定住の促進【交流/定住】）　多様な交流と移住・定住の促進【交流/定住】

⑷－１　魅力の創出と多様な交流の促進
〔現状と課題〕〔現状と課題〕

■我が国の観光を取り巻く環境は、インバウンド（訪日外国人旅行者）に大きく左右され、東京2020 
オリンピックを契機にさらなる旅行者数の増加が見込まれていました。

■世界的な感染症の流行により、我が国の観光を支えてきたインバウンドは、劇的に減少しています。 
感染拡大防止の観点から人の移動が制限されるなど、観光の概念が大きく変わることも予想される
中、新たな観光様式への転換が求められます。

■旅行者と地域が旅行前から感染症対策等を含めたそれぞれの状況を把握するなど、つながりをもって
関わり合うことで、安心感や信頼感をもって交流することができる質の高い新たな観光モデルを築き
上げていく必要があります。

■本町は扇状地が育んだ水や食に加え、舟見山周辺の里山エリアや園家山キャンプ場、深層水パーク 
周辺の海岸エリアなどを中心に、地域資源を活かしながら観光振興を図ってきました。

■今後は、町内における地域資源の回遊性向上による周遊型観光や、地域ならではの体験型観光を 
推進するなど、観光客の滞在時間の延伸やリピート客の獲得などにより、町内での観光消費を増加 
させる必要があります。また、観光にとどまらず、「移住」・「定住」にもつながるまちの魅力づくりと
発信が必要です。

〔住民意識調査による評価〕〔住民意識調査による評価〕

＜魅力の発信と観光の振興＞

満足度 　低い
評　価 　施策タイプⅢ

重要度 　低い

〔町民の声〕〔町民の声〕

・外国人に入善町の魅力を伝えるため、YouTubeやSNSで発信できないか。
・入善町のアンテナショップをつくってはどうか。
・「黒部川扇状地」をキーワードに関連地点を巡るコースをつくれないか。
・道の駅など観光スポットを充実した方が良い。
・ サイクリング愛好者が増えており、海山の景観を見ることができる湾岸コースを整備してはどうか。
・観光地が点在している。
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〔施策の方針と具体的な取組み〕〔施策の方針と具体的な取組み〕

① 地域の魅力の発掘と観光資源への醸成 
○水をはじめとする本町の豊かな自然や文化、特産品など、町が持つ資源の魅力をさらに高め、町の

認知度の向上や交流人口の拡大を図ります。
○舟見山や園家山キャンプ場、深層水パークなど、観光資源の計画的な環境整備を進めるとともに、
「山のみち」や「シーサイドロード」整備によるアクセス性の向上を図るなど、誰もが訪れたくなる 
観光地づくりを進めます。

○おいしい米やジャンボ西瓜、新鮮な魚介類や深層水仕込み牡蠣など、まち自慢の食の特産品を 
活かし、「おいしいものいっぱい入善」を推進します。

② 滞在型観光の推進 
○豊かな水や散居の田園風景、チューリップ畑など、町の自然景観を天然の博物館と捉えた周遊型・ 

滞在型観光など、黒部川扇状地フィールドミュージアム事業を推進します。
○町ならではの自然や文化、食材等の資源や、農業・漁業など町の産業を活かした体験型観光を推進

します。

③ 多様な連携による観光の振興 
○北陸新幹線「黒部宇奈月温泉駅」を観光の玄関口と捉え、県や近隣市町などとの連携を図り、本町

への人の流れを創出します。
○日本ジオパークに認定された立山黒部ジオパークなど、広域連携による観光客の誘客を図ります。
○県との連携により多様な分野が連携し、専門性の高いマーケティングや戦略的な地域づくりのノウ

ハウを有するDMO（観光地域づくり法人）の構築を図ります。

④ 観光情報の魅力向上と受入環境の整備 
○ホームページやSNSなど、多様な情報伝達手段を効果的に活用し、広く観光情報を発信します。
○観光客向けの無料Wi-Fiスポットの設置や案内・PR看板の充実、多言語化への対応など、来訪者の

受入環境の充実を図ります。
○観光物産協会の活性化や観光ガイドなどの「おもてなし人材」の育成を支援するなど、観光客の 

受入体制を整備します。
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〔効果を示す指標と目標〕〔効果を示す指標と目標〕

指　標 単　位 基準値
目標値

令和７年度 令和12年度

観光入込数 人
630,112
（R1）

750,000 850,000

観光情報ホームページ閲覧数 件
107,322
（R1）

120,000 130,000

〔実施する主な事業〕〔実施する主な事業〕

＊名水のまち入善イメージアップ推進事業
＊サイン整備促進事業
＊里山観光資源整備事業
＊「山のみち」整備事業
＊沢スギ保存・再生整備事業
＊立山黒部ジオパーク支援事業
＊深層水ふれあいデー開催事業
＊深層水かき祭り開催事業
＊フィルムコミッション推進事業
＊入善版DMO推進事業
＊着地型・体験型観光プログラム創出事業

＊チューリップのまち入善PR事業
＊観光物産協会活性化事業
＊園家山周辺水環境整備事業
＊シーサイドロード整備事業
＊サイクリングロード整備事業
＊フィールドワーク推進事業
＊入善海洋深層水PR事業
＊合宿・コンベンション推進事業
＊広域観光連携事業
＊公共施設Wi-Fi環境整備事業
＊入善おもてなしガイド養成事業
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「入善町のゆめ商店街」
飯野小学校４年　萩原　大修さん
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⑷－２　地元定着とＵＩＪターンの促進
〔現状と課題〕〔現状と課題〕

■本町の社会動態は、転出超過が続き、特に10代後半から20代の若者が進学や就職を機に町外に転出
することが大きな要因となっており、Ｕターンの促進や若者の地元定着につなげる取組みが必要です。

■災害に対するリスク分散や感染症発生時への対応、多様な働き方の実現が求められるなど、地方回帰
の機運は高まりつつありますが、全国的には本町の認知度は低い状況にあることから、恵まれた自然
環境や地域資源など本町が持つ魅力を、効果的に発信する必要があります。

■移住希望者にとって大きな障壁となる仕事の確保は、テレワークの浸透などによって大きく解消され
ることが期待される中、地方で暮らしていても都会と同様に働くことができるという認識が拡大して
います。

■人口減少や高齢化による地域の担い手不足への対応や、将来的な移住に向けた裾野を広げるため、
地域や地域の人々と多様に関わる「関係人口」を創出・拡大する必要があります。

〔住民意識調査による評価〕〔住民意識調査による評価〕

＜移住・定住の促進による新たな人の流れの創出＞

満足度 　低い
評　価 　施策タイプⅠ

重要度 　高い

〔町民の声〕〔町民の声〕

・自分が育った故郷の「災害が少なく、自然が豊か、治安がよい」点を再認識できればよい。
・ ふるさと教育等を充実し、小さいころから地域に親しむ機会をつくることで、町に戻り、地域の 

担い手になってもらうことが大切。
・空き家を有効に活用して移住者を受け入れてはどうか。
・体験型観光とあわせて移住を進めていけばどうか。

〔施策の方針と具体的な取組み〕〔施策の方針と具体的な取組み〕

① 移住・定住の推進
○ふるさと愛の醸成や地元企業と関わる機会の創出、多様な働く場の創造など、若者の地元定着や

Ｕターンしたいと感じる環境づくりを進めます。
○恵まれた自然環境や災害の少なさ、充実した子育て支援など、本町が持つ魅力や暮らしやすさを 

積極的にPRし、移住・定住の推進を図ります。
○町への移住希望者の定住を促進するために、住まい、仕事、子育て等のきめ細やかな支援を行うと

ともに、その情報提供や相談窓口となる「入善UIサポートセンター」の充実を図ります。
○移住・定住アドバイザーなどを中心に地域などとの連携を強化するとともに、移住者同士のネット

ワークの構築を促すなど、町全体で移住者を受け入れる体制づくりを進めます。
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② 移住・定住情報の発信 
○移住・定住情報サイトやPR動画などを活用し、本町の魅力や支援制度などを効果的に発信します。
○首都圏等での移住セミナーへの参加や移住体験ツアーの開催など、移住希望者と接する機会を 

充実させ、町での暮らしのイメージを分かりやすく伝えます。
○移住者が交流する場を創出し、新しい生活になじみやすい環境づくりに努めます。

③ 関係人口の創出・拡大 
○町にゆかりのある縁故者やふるさと納税者など、本町に関わりをもち、応援してくれる人たちとの 

つながりを強化するとともに、本町に対する思いをまちづくりに活かす仕組みづくりや移住者が 
活躍できる体制づくりを進めます。

○地域おこし協力隊制度を積極的に活用し、町外から受け入れた人材を活かすことで、新たなネット
ワークと人が人を呼ぶ移住の好循環を構築します。

〔効果を示す指標と目標〕〔効果を示す指標と目標〕

指　標 単　位 基準値
目標値

令和７年度 令和12年度

社会動態 人
△ 50
（R1）

社会増 社会増

将来も入善町に住み続けたいと思う
若者の割合（19歳以下）

％
39.7

（R1）
50.0 50.0

UIサポートセンターを通じた移住者数
（累計）

人 ― 100 200

ふるさと納税の件数 件
259

（R1）
1,000 1,200

〔実施する主な事業〕〔実施する主な事業〕

＊UIサポートセンター推進事業
＊移住・定住促進セミナー推進事業
＊移住体験住宅活用事業
＊田舎暮らし体験事業
＊民間宅地開発支援事業
＊Ｕターン促進奨学金事業
＊移住者支援金交付事業
＊定住促進住宅の運営
＊地域おこし協力隊受入事業

＊移住・定住情報サイトの運営
＊移住・定住アドバイザー設置事業
＊安心定住促進事業（同居・近居推進）【再掲】
＊空き家バンク活用促進事業
＊Ｕターン者就活支援事業
＊移住者ネットワーク構築事業
＊ふるさと応援事業（ふるさと納税活用）
＊関係人口創出事業
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⑷－３　国際交流と外国人材の受入れ
〔現状と課題〕〔現状と課題〕

■情報通信網の高度化や訪日外国人旅行客の増加、外国人労働者の受入れ等により、外国文化に触れ
る機会が多くなっています。

■地域の外国人住民が、言葉や文化の違いによる生活上の支障を抱えることのないよう支援するととも
に、国籍等を問わず、互いに認め合い、尊重し合える社会の実現を目指し、多文化共生や国際理解を
促進する取組みが必要です。

■企業においては、生産年齢人口の減少により、労働力の確保に苦慮する一方で、「特定技能」といった
新たな在留資格の創設などを追い風に、外国人労働者の受入れを拡大しており、今後の経済活動の
維持・拡大を図るためにも、外国人材等の受入れを意識していく必要があります。

〔住民意識調査による評価〕〔住民意識調査による評価〕

＜移住・定住の促進による新たな人の流れの創出＞

満足度 　低い
評　価 　施策タイプⅠ

重要度 　高い

〔町民の声〕〔町民の声〕

・ 町内でもたくさんの外国人を見かけるが、話をしたり付き合いなどはない。何か交流などを図る
機会はつくれないものか。

・ 今は、保育所でも外国人と交流し、小学校からは英語の授業があり、そのような機会をもっと 
増やしてほしい。

・ 姉妹都市などとの交流をもっと広く展開することができれば、外国への理解も深まり、国際性 
豊かな人が増えると思う。

〔施策の方針と具体的な取組み〕〔施策の方針と具体的な取組み〕

① 国際交流の推進
○町民の国際理解を深めるとともに、グローバルな人材を育成するため、姉妹都市などとの生きた 

交流を推進します。
○町民の国際感覚を育むため、外国人と町民との交流機会の創出に努めます。
○学校教育や生涯学習などを通して、異文化と触れ合い、学ぶ機会を創出します。

② 多文化共生社会の推進
○外国人住民に対する生活相談窓口の設置や多言語での情報提供など、日々の生活を円滑に送る 

ことができる環境の整備を進めます。
○外国人住民と町民との交流の機会を創出するとともに、地域社会においても外国人住民が暮らし

やすい環境づくりに努めます。
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③ 外国人材の受入れの推進 
○国や県、関係機関等と連携を図りながら、就労を希望する外国人材と企業とのマッチングを後押し

します。
○在留資格「特定技能」等を活用して外国人材が円滑に労働できるよう、受入企業等による日本語 

能力の向上や住居確保等への取組みを推進します。

〔効果を示す指標と目標〕〔効果を示す指標と目標〕

指　標 単　位 基準値
目標値

令和７年度 令和12年度

国際交流事業参加者数（累計） 人
1,346
（R1）

1,600 2,000

在留資格「技能実習」「特定技能」の
外国人の数

人
194

（R1）
250 300

〔実施する主な事業〕〔実施する主な事業〕

＊国際・地域間交流推進事業【再掲】
＊保育所英語であそぼう事業【再掲】
＊語学指導員設置事業【再掲】

＊住民窓口外国語環境整備事業
＊外国人材受入支援事業
＊人材マッチングフェア開催事業【再掲】




